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グ
ロ
ー
バ
ル・ミ
ニ
マ
ム
課
税
対
応
の

一
律
適
用
へ
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会
　
　
計

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
等
に
関
す
る

改
正
開
示
府
令
等
、公
布
─
金
融
庁

法
　
　
務

去
る
１
月
31
日
、
内
閣
府
令
11
号

「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内

閣
府
令
及
び
特
定
有
価
証
券
の
内
容

等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一

部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」
等
が
公

布
さ
れ
、
金
融
庁
は
関
連
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
等
を
公
表
し
た
。

昨
年
６
月
に
公
表
さ
れ
た
金
融

審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー

キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
（
Ｗ
Ｇ

報
告
）
の
提
言
を
踏
ま
え
、
改
正

案
（
２
０
２
２
年
12
月
１
日
号
（
№

１
６
６
２
）情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）

が
公
表
さ
れ
て
お
り
、
３
５
０
件
以

上
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る

企
業
の
取
組
み
の
開
示

⑴　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
全
般
に
関

す
る
開
示

①
　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の

「
記
載
欄
」の
新
設

有
報
等
に
、「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

に
関
す
る
考
え
方
及
び
取
組
」
の
記

載
欄
を
新
設
し
、「
ガ
バ
ナ
ン
ス
」・

「
リ
ス
ク
管
理
」
に
つ
い
て
は
、
必

須
記
載
事
項
と
し
、「
戦
略
」・「
指

標
及
び
目
標
」
に
つ
い
て
は
、
重
要

性
に
応
じ
て
記
載
を
求
め
る
。

改
正
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
受
け

て
、
記
載
す
る
の
は
事
業
年
度
末
現

在
の
状
況
で
あ
る
こ
と
が
明
確
化
さ

れ
た
。

②
　
将
来
情
報
の
記
述
と
虚
偽
記
載

の
責
任
等

開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
、
将
来
情

報
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
合
理
的
と

考
え
ら
れ
る
範
囲
で
具
体
的
な
説
明

が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
有

価
証
券
届
出
書
に
記
載
し
た
将
来
情

報
と
実
際
に
生
じ
た
結
果
が
異
な
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
虚
偽

記
載
等
の
責
任
を
負
う
も
の
で
は
な

い
こ
と
等
が
明
確
化
さ
れ
た
。

⑵　
人
的
資
本
、多
様
性
に
関
す
る

開
示

人
材
の
多
様
性
の
確
保
を
含
む
人

材
育
成
の
方
針
や
社
内
環
境
整
備
の

方
針
お
よ
び
当
該
方
針
に
関
す
る
指

標
の
内
容
等
に
つ
い
て
、
必
須
記
載

事
項
と
し
て
、
記
載
を
求
め
る
。

ま
た
、
提
出
会
社
や
そ
の
連
結
子

会
社
が
女
性
活
躍
推
進
法
等
に
基
づ

き
、「
女
性
管
理
職
比
率
」、「
男
性

の
育
児
休
業
取
得
率
」
お
よ
び
「
男

女
間
賃
金
格
差
」
を
公
表
す
る
場
合

に
は
、
有
報
等
で
も
こ
れ
ら
の
指
標

に
つ
い
て
、
記
載
を
求
め
る
。

⑶　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開

示
に
お
け
る
考
え
方
お
よ
び
望
ま

し
い
開
示
に
向
け
た
取
組
み

「
記
述
情
報
の
開
示
に
関
す
る
原

則
（
別
添
）
―
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

情
報
の
開
示
に
つ
い
て
」を
新
設
し
、

Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
量
な
ど
の
、
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
情
報
の
開
示
に
お
け
る
考

え
方
お
よ
び
望
ま
し
い
開
示
に
向
け

た
取
組
み
を
取
り
ま
と
め
た
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
す
る
開
示

取
締
役
会
や
指
名
委
員
会
・
報
酬

委
員
会
等
の
活
動
状
況
、
内
部
監
査

の
実
効
性
（
デ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
テ
ィ

ン
グ
の
有
無
等
）
お
よ
び
政
策
保
有

株
式
の
発
行
会
社
と
の
業
務
提
携
等

の
概
要
に
つ
い
て
、記
載
を
求
め
る
。

な
お
、Ｗ
Ｇ
報
告
の
提
言
の
う
ち
、

「
重
要
な
契
約
」
の
開
示
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
具
体
的
な
検
討
が
必

要
な
た
め
、
別
途
改
正
を
行
う
。

施
行
・
適
用
関
係
等

開
示
府
令
等
は
公
布
日
か
ら
施
行

さ
れ
、
改
正
後
の
開
示
府
令
等
の
規

定
は
、
２
０
２
３
年
３
月
31
日
以
後

に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
有
報

等
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

改
正
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
を
受
け

て
、
施
行
日
以
後
提
出
有
報
か
ら
早

期
適
用
が
で
き
る
旨
の
追
加
が
さ
れ

た
。

去
る
１
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
83
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
に

関
す
る
改
正
法
人
税
法
へ
の
対
応

に
つ
い
て
、
第
４
９
４
回
親
委
員

会
（
２
０
２
３
年
２
月
10
日
号
（
№

１
６
６
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
議
論
さ
れ
た
。

２
０
２
３
年
３
月
決
算
に
向
け
た

短
期
的
な
対
応
と
な
る
こ
と
か
ら
、

会
計
基
準
の
改
正
で
は
な
く
実
務
対

応
報
告
の
公
表
に
よ
り
特
例
的
な
取

扱
い
を
定
め
る
と
し
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税
対

応
の
決
算
へ
の
影
響

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課
税

に
関
す
る
法
人
税
法
の
改
正
が

２
０
２
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
成
立

し
た
場
合
、
税
効
果
適
用
指
針
44
項

に
従
い
、
改
正
法
人
税
法
の
成
立
日

以
後
に
決
算
日
を
迎
え
る
企
業
の
財

務
諸
表
に
お
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ミ
ニ
マ
ム
課
税
制
度
の
適
用
を
前
提

と
し
た
税
効
果
会
計
を
適
用
す
べ
き

か
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

税
効
果
会
計
を
適
用
す
る
と
し
た

場
合
、
国
別
実
効
税
率
の
見
積
計
算

な
ど
、
企
業
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
情
報

収
集
も
含
め
た
財
務
諸
表
作
成
者
の

実
務
負
担
が
大
き
く
な
る
。
適
用
の

検
討
に
は
一
定
の
期
間
を
要
す
る
た

め
、
２
０
２
３
年
３
月
決
算
へ
の
影

響
を
鑑
み
て
、
実
務
対
応
報
告
に
よ

り
特
例
的
な
取
扱
い
を
設
け
る
と
の

案
が
事
務
局
か
ら
示
さ
れ
た
。

特
例
的
な
取
扱
い
の
内
容

⑴　
対　
象

令
和
５
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
お

い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課

税
制
度
の
適
用
は
２
０
２
４
年
４
月

１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
象
は
、
決

算
日
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ

マ
ム
課
税
制
度
の
施
行
日
以
後
そ
の

適
用
が
見
込
ま
れ
る
企
業
と
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

⑵　
選
択
適
用
か
一
律
適
用
か

実
務
対
応
報
告
は
、
税
効
果
会
計

を
適
用
す
べ
き
か
明
ら
か
に
な
る
ま

で
の
特
例
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い

る
。
当
初
は
選
択
適
用
が
想
定
さ

れ
て
い
た
が
、
公
開
草
案
で
は
第

４
９
４
回
親
委
員
会
の
議
論
を
踏
ま

え
、
税
効
果
適
用
指
針
44
項
の
定
め

に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
的
な
取
扱
い
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支
払
の
通
貨

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

お
金
を
支
払
う
債
権
の
こ
と
を「
金

銭
債
権
」
と
い
い
ま
す
。
裁
判
で
争

わ
れ
る
の
は
、
貸
金
、
売
買
代
金
、

損
害
賠
償
金
な
ど
、
金
銭
債
権
が
大

半
で
す
。
金
銭
債
権
の
支
払
手
段
は
、

振
込
み
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
も

あ
り
ま
す
が
、
少
額
の
場
合
や
店
舗

で
の
買
物
等
で
は
「
現
金
」
払
い
も

利
用
さ
れ
ま
す
。

民
法
で
は
、
金
銭
債
権
の
支
払
に
利

用
す
る「
お
金
の
種
類
」に
つ
い
て
、「
債

務
者
は
、
そ
の
選
択
に
従
い
、
各
種
の

通
貨
で
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
」
旨
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
民
法
402
①
）。

法
律
上
、
現
金
は
「
通
貨
」
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
通
貨
の
種
類
は「
通

貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関

す
る
法
律
」（
貨
幣
法
）
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
同
法
で
、
通
貨
の
種
類

は
「
貨
幣
」
と
「
日
本
銀
行
が
発
行

す
る
銀
行
券
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
貨

幣
法
２
③
）。
前
者
の「
貨
幣
」は「
硬

貨
」、後
者
の
「
日
本
銀
行
券
」
は
「
紙

幣
」
で
す
。
硬
貨
に
つ
い
て
は
、「（
１

種
類
に
つ
き
）
20
枚
ま
で
に
限
っ
て

通
用
す
る
」
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

（
貨
幣
法
７
）。
た
と
え
ば
５
０
０
円

の
商
品
を
買
う
際
に
10
円
玉
50
枚
が

提
示
さ
れ
た
場
合
、
店
は
受
取
り
を

拒
む
こ
と
が
で
き
ま
す
（
店
が
任
意

に
支
払
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
可
能

で
す
）。

他
方
、「
日
本
銀
行
券
（
紙
幣
）」

に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
法
に
「
日

本
銀
行
券
は
、
無
制
限
に
通
用
す
る
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
枚
数
の

制
限
な
く
支
払
に
利
用
で
き
ま
す（
日

本
銀
行
法
46
②
）。

こ
の
よ
う
に
硬
貨
の
枚
数
制
限
（
１

種
類
に
つ
き
20
枚
）
は
あ
る
も
の
の
、

債
務
者
は
原
則
と
し
て「
各
種
の
通
貨
」

で
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

例
外
と
し
て
、
当
事
者
の
間
で
「
必

ず
１
万
円
札
で
支
払
う
」、「
必
ず
ド
ル

で
支
払
う
」
等
と
通
貨
を
限
定
す
る

合
意
を
し
た
場
合
は
、
合
意
さ
れ
た

通
貨
で
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
（
民

法
402
①
た
だ
し
書
き
、
同
条
③
）。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
限
定
の
な

い
「
１
万
ド
ル
の
債
権
」（
支
払
通
貨

を
ド
ル
に
限
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い

債
権
）を
日
本
で
支
払
う
場
合
、「
円
」、

「
ド
ル
」
の
ど
ち
ら
で
支
払
う
の
で

し
ょ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
「
外
国
通
貨
債
権
」

の
支
払
手
段
に
つ
い
て
、
民
法
で
は
、

「
債
務
者
は
、
履
行
地
の
為
替
相
場

に
よ
り
、
日
本
の
通
貨
で
支
払
う
こ

と
が
で
き
る
」
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
（
民
法
403
）。

で
す
か
ら
、
債
務
者
は
1
万
ド
ル
の

債
権
を
日
本
で
弁
済
す
る
場
合
、
日

本
の
為
替
相
場
に
よ
り
、
日
本
円
で
支

払
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
為
替
は
変

動
し
ま
す
の
で
、
い
つ
の
時
点
の
相
場

に
よ
る
の
か
（
為
替
相
場
の
基
準
時
）

が
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
点
は
法
律

に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
最

高
裁
判
例
で
は
「
現
実
に
弁
済
す
る
時

点
」
と
さ
れ
ま
し
た
（
最
判
昭
和
50
年

7
月
15
日
）。
外
国
通
貨
債
権
が
裁
判

で
争
わ
れ
た
場
合
、
弁
済
と
同
時
に
判

決
を
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
す
か
ら
、

為
替
相
場
の
基
準
時
は
弁
済
す
る
時

点
に
最
も
近
い
「
事
実
審
の
口
頭
弁
論

終
了
時
（
法
廷
で
の
審
理
が
す
べ
て
終

了
し
た
時
点
）」
と
な
り
ま
す
。

民
法
で
は
、「
ド
ル
で
支
払
う
か
、

円
で
支
払
う
か
」
に
つ
い
て
債
務
者
の

選
択
権
し
か
規
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
最
高
裁
判
例
で
は
「
債
権
者
も
、

ド
ル
、
円
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
請
求
で

き
る
」
と
判
示
さ
れ
ま
し
た
。
約
10

年
前
（
２
０
１
２
年
）
の
為
替
相
場
は

1
ド
ル
80
円
程
度
で
し
た
。
最
近
は

1
ド
ル
１
３
０
円
程
度
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
1
ド
ル
80
円
な
ら
1
万

ド
ル
＝
80
万
円
、
1
ド
ル
１
３
０
円

な
ら
1
万
ド
ル
＝
１
３
０
万
円
と
な

り
、
日
本
円
に
換
算
す
る
と
50
万
円

も
の
差
が
出
ま
す
の
で
、
日
本
円
で

請
求
さ
れ
た
債
務
者
は
抵
抗
を
示
す

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

支
払
額
を
外
貨
で
定
め
る
と
き
は
、

為
替
相
場
の
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
る
こ

と
が
肝
要
で
す
。

貸
付
金
の
測
定
に
関
す
る
追
加
検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

に
つ
い
て
は
一
律
に
適
用
す
る
と
の

案
が
示
さ
れ
た
。

⑶　
開　
示

特
例
的
な
取
扱
い
の
開
示
に
つ
い

て
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
公
表
し
て
い
る

Ｉ
Ａ
Ｓ
12
号
「
法
人
所
得
税
」
改
正

の
公
開
草
案
に
お
い
て
、
当
税
制
の

適
用
か
ら
生
じ
る
上
乗
せ
税
額
に
係

る
一
定
事
項
の
開
示
を
求
め
る
提
案

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
務
対
応
報

告
で
は
追
加
的
な
開
示
は
求
め
な
い

と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
た
。

＊　

こ
れ
に
対
し
専
門
委
員
か
ら
は
、

適
用
範
囲
へ
の
対
応
に
賛
意
が
示
さ

れ
る
一
方
、「
開
示
に
つ
い
て
現
行

の
取
扱
い
で
十
分
か
」、「
在
外
子
会

社
の
決
算
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
ど

う
す
る
の
か
」、「
過
年
度
税
金
の
取

扱
い
を
定
め
る
必
要
は
あ
る
の
か
」

と
い
っ
た
意
見
が
聞
か
れ
た
。

今
後
の
予
定

実
務
対
応
報
告
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・

ミ
ニ
マ
ム
課
税
に
対
応
す
る
法
人
税

法
の
改
正
に
係
る
税
効
果
会
計
の
適

用
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
（
案
）」

は
２
月
中
に
公
表
後
、
１
カ
月
程
度

の
意
見
募
集
を
経
て
３
月
末
ま
で
に

最
終
化
さ
れ
る
予
定
。

去
る
１
月
31
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
９
４
回
金
融
商
品
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

金
融
商
品
の
減
損
に
つ
き
審
議
が

行
わ
れ
た
。
主
な
審
議
は
次
の
と
お

り
。貸

付
金
の
測
定

⑴　
貸
付
金
に
関
す
る
手
数
料
の
収

益
認
識

第
４
９
４
回
親
委
員
会（
２
０
２
３

年
２
月
10
日
号
（
№
１
６
６
８
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
審
議
が
行
わ
れ
た
。

貸
付
金
に
関
す
る
手
数
料
に
つ
い

て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」

の
定
め
を
原
則
と
し
て
取
り
入
れ
つ

つ
、
次
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
手
数
料
を
実
効
金
利
に

含
め
ず
、
収
益
認
識
会
計
基
準
等
に

準
じ
て
、
手
数
料
に
対
応
す
る
役
務

を
別
個
の
履
行
義
務
と
し
て
識
別

し
、
履
行
義
務
の
充
足
時
に
収
益
と

し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

①　
特
定
の
役
務
に
対
す
る
手
数
料

で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る

②　
手
数
料
の
料
金
設
定
が
対
応
す
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改
正
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
文
案
検

討
、開
始
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

る
役
務
と
の
関
係
で
合
理
的
で
あ

る
③　
手
数
料
が
対
応
す
る
貸
付
金
の

金
利
水
準
を
調
整
す
る
も
の
で
は

な
い

特
定
の
役
務
に
対
す
る
こ
と
が
明

確
で
あ
る
手
数
料
を
契
約
当
初
に
受

け
取
る
が
、
②
ま
た
は
③
を
充
た
さ

な
い
場
合
、
当
該
手
数
料
を
実
効
金

利
の
調
整
に
は
含
め
ず
、
貸
付
金
の

会
計
処
理
と
は
区
分
し
て
、
当
該
手

数
料
を
同
種
の
契
約
と
グ
ル
ー
ピ
ン

グ
し
た
う
え
で
予
想
存
続
期
間
に
わ

た
り
合
理
的
な
方
法
で
償
却
す
る
オ

プ
シ
ョ
ン
を
設
け
る
と
い
う
案
が
示

さ
れ
た
。

こ
の
手
法
を
適
用
し
た
場
合
、
手

数
料
を
実
効
金
利
の
調
整
に
は
含
め

な
い
た
め
、
取
得
価
額
と
債
権
金
額

と
の
間
に
差
額
が
な
い
場
合
に
は
、

約
定
金
利
が
実
効
金
利
と
一
致
し
、

結
果
的
に
引
当
に
お
け
る
貨
幣
の
時

間
価
値
を
考
慮
す
る
際
に
約
定
金
利

を
用
い
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。専

門
委
員
か
ら
は
、「
具
体
的
な

手
数
料
の
費
目
を
な
る
べ
く
多
く
例

示
列
挙
し
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
た
要

望
が
挙
が
っ
た
。

⑵　
償
却
原
価
の
償
却
方
法

第
４
９
４
回
親
委
員
会
で
は
、
予

想
信
用
損
失
の
測
定
に
関
す
る
原
則

の
１
つ
で
あ
る
引
当
に
お
け
る
貨
幣

の
時
間
価
値
の
考
慮
に
関
す
る
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め
を
採
用
す
る
と
き

に
、
貸
付
金
の
測
定
と
し
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
９
号
に
お
け
る
償
却
原
価
を
採
用

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。

第
１
９
３
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
３
年
２
月
１
日
号
（
№

１
６
６
７
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）を
含
む
こ
れ
ま
で
の
審
議
で
は
、

シ
ス
テ
ム
対
応
等
の
実
務
上
の
負
荷

や
現
行
の
税
制
と
の
親
和
性
の
観
点

か
ら
、
償
却
原
価
の
償
却
方
法
と
し

て
定
額
法
を
適
用
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン

を
望
む
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

ス
テ
ッ
プ
２
で
は
、
国
際
的
な
会

計
基
準
と
遜
色
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
会
計
基
準
を
目
指
す
こ
と
を
目
的

と
し
て
お
り
、
償
却
原
価
の
償
却
方

法
と
し
て
定
額
法
を
容
認
す
る
こ
と

に
つ
い
て
国
際
的
に
説
明
し
て
い
く

理
屈
が
必
要
で
あ
る
と
の
考
え
が
事

務
局
よ
り
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
利
息
法
の

ほ
う
が
理
論
的
に
は
合
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」、「
国
際
的
に
説
明
可

能
な
レ
ベ
ル
と
実
務
で
で
き
る
レ
ベ

ル
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
べ
き
で

は
」
等
の
意
見
が
挙
が
っ
た
。

金
融
保
証
契
約
の
定
義
・
会
計
処

理第
４
９
１
回
親
委
員
会（
２
０
２
２

年
12
月
10
日
号
（
№
１
６
６
３
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
お
よ
び
第

１
９
３
回
金
融
商
品
専
門
委
員
会
に

引
き
続
き
、
金
融
保
証
契
約
の
発
行

者
側
の
会
計
処
理
に
つ
い
て
審
議
さ

れ
た
。

⑴　
金
融
保
証
の
定
義

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
金
融
保
証
契
約

の
定
義
を
取
り
入
れ
た
と
し
て
も
、

保
険
契
約
と
の
区
分
に
つ
い
て
特
段

の
対
応
は
不
要
と
考
え
ら
れ
る
。

事
務
局
か
ら
は
、
金
融
保
証
契
約

の
契
約
当
初
に
公
正
価
値
で
認
識
す

る
と
す
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め
を

取
り
入
れ
る
と
い
う
案
が
示
さ
れ

た
。

⑵　
会
計
方
針
の
選
択

国
際
的
な
比
較
可
能
性
の
確
保
の

観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
の
定
め

を
取
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
会
計
方

針
の
選
択
と
し
て
金
融
保
証
契
約
と

予
想
信
用
損
失
を
別
個
で
会
計
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
い
う

案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
会
計
方
針
が

選
択
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
賛
意
が

示
さ
れ
る
一
方
、「
監
査
法
人
間
で

も
実
務
上
の
見
解
が
割
れ
て
お
り
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
に
合
わ
せ
て
も
実
務
に
ブ

レ
が
生
じ
る
な
ら
高
品
質
な
も
の
と

い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
」
と
い
っ
た

意
見
が
出
さ
れ
た
。

去
る
２
月
１
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
２
７
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
も
と
に

改
正
リ
ー
ス
会
計
基
準
等
の
文
案
が

示
さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

改
正
リ
ー
ス
会
計
基
準

リ
ー
ス
期
間
に
つ
い
て
、
前
回
専

門
委
員
会
（
２
０
２
３
年
２
月
10
日

号
（
№
１
６
６
８
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
で
出
さ
れ
た
「
解
約
不

能
期
間
の
定
義
が
必
要
」
と
の
意
見

へ
の
対
応
と
し
て
、「
借
手
に
つ
い

て
、
Ⅰ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
16
号
『
リ
ー
ス
』
と

同
様
に
、
借
手
の
み
が
解
約
す
る
権

利
を
有
し
て
い
る
場
合
が
、
解
約
不

能
期
間
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
説
明
す

る
」
形
と
し
て
、
次
の
９
―
２
項
後

段
の
文
案
が
示
さ
れ
た
。

借
手
の
み
が
リ
ー
ス
を
解
約
す
る

権
利
を
有
し
て
い
る
場
合
、
当
該
権

利
は
借
手
が
利
用
可
能
な
オ
プ
シ
ョ

ン
と
考
え
ら
れ
、
借
手
は
リ
ー
ス
期

間
を
決
定
す
る
際
に
こ
れ
を
考
慮
す

る
。
貸
手
の
み
が
リ
ー
ス
を
解
約
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合
、
当
該

期
間
は
、
解
約
不
能
期
間
に
含
ま
れ

る
。専

門
委
員
か
ら
は
、「
契
約
の
定

義
と
の
関
係
の
理
解
を
深
め
る
記
載

を
」
と
の
意
見
が
あ
り
、
事
務
局
か

ら
「
リ
ー
ス
期
間
の
考
え
方
は
、
結

論
の
背
景
に
記
載
し
て
い
く
方
針
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

改
正
リ
ー
ス
会
計
基
準
適
用
指
針

⑴　
本
文
の
検
討

再
リ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ

う
な
修
正
が
行
わ
れ
た
。

⑺　
リ
ー
ス
期
間
に
含
ま
れ
な
い
再

リ
ー
ス

30
―
６　
借
手
は
、
再
リ
ー
ス
に
係

る
リ
ー
ス
期
間
（
以
下
「
再
リ
ー

ス
期
間
」
と
い
う
。）
を
借
手
の

リ
ー
ス
期
間
に
含
め
な
い
場
合
、

会
計
基
準
第
９
―
３
項
及
び
第
９

―
４
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
リ
ー

ス
を
当
初
の
リ
ー
ス
と
は
独
立
し

た
リ
ー
ス
と
し
て
会
計
処
理
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
文
案
に
つ
い
て
、
専
門
委
員

か
ら
「
再
リ
ー
ス
を
見
直
し
て
リ
ー

ス
期
間
に
含
ま
れ
な
い
場
合
、
い
つ
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日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
お
け
る「
重
要
性

が
あ
る
」の
定
義
、検
討
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

の
時
点
で
リ
ー
ス
期
間
を
判
定
す
る

の
か
、
わ
か
り
づ
ら
い
の
で
明
確
化

を
」
と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

⑵　
設
例
の
検
討

リ
ー
ス
の
識
別
を
除
く
設
例
の
文

案
が
示
さ
れ
た
。
借
手
の
リ
ー
ス
期

間
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
わ
か
り

や
す
い
順
に
並
べ
替
え
て
い
る
。

［
設
例
７
］
普
通
借
地
契
約
及
び
普
通

借
家
契
約
に
お
け
る
借
手
の
リ
ー

ス
期
間

［
設
例
７
―
１
］普
通
借
家
契
約（
延

長
オ
プ
シ
ョ
ン
を
含
む
か
否
か

の
判
断
）

［
設
例
７
―
２
］普
通
借
地
契
約（
建

物
の
物
理
的
使
用
可
能
期
間
を

借
手
の
リ
ー
ス
期
間
と
す
る
場

合
）

［
設
例
７
―
３
］普
通
借
家
契
約（
延

長
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ

と
が
合
理
的
に
確
実
と
は
い
え

な
い
場
合
）

［
設
例
７
―
４
］普
通
借
地
契
約（
建

物
の
物
理
的
使
用
可
能
期
間
よ

り
短
い
期
間
を
借
手
の
リ
ー
ス

期
間
と
す
る
場
合
）

［
設
例
７
―
５
］普
通
借
家
契
約（
延

長
オ
プ
シ
ョ
ン
を
行
使
す
る
こ
と

が
合
理
的
に
確
実
で
あ
る
場
合
）

専
門
委
員
か
ら
は
特
段
の
意
見
は

聞
か
れ
な
か
っ
た
。

去
る
２
月
２
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

８
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

検
討
す
べ
き
論
点
の
整
理

（
論
点
リ
ス
ト
）

前
回
審
議
（
２
０
２
３
年
２
月
10

日
号（
№
１
６
６
８
）情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
に
て
、
日
本
版
Ｓ
１
・

Ｓ
２
基
準
の
開
発
（
日
本
版
Ｓ
１
・

Ｓ
２
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
が
決
定
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、
事
務
局
は
、
現
時

点
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
主
な
論
点

の
一
覧
（
論
点
リ
ス
ト
）
を
そ
れ
ぞ

れ
に
作
成
し
た
。
た
と
え
ば
、
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
か
ら
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
Ｓ
１
基
準
案

へ
コ
メ
ン
ト
し
た
事
項
や
、「
報
告

企
業
」、「『
重
要
性
が
あ
る
』の
定
義
」

な
ど
の
日
本
の
制
度
等
に
あ
わ
せ
て

追
加
・
修
正
の
検
討
を
提
案
す
る
事

項
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
日
本
版
Ｓ
２
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
暫
定
決
定

を
踏
ま
え
、
次
の
考
え
を
示
し
た
。

・
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
Ｓ
２
基
準
案
付
録
Ｂ

「
産
業
別
開
示
要
求
」
に
相
当
す
る

産
業
別
の
日
本
基
準
を
開
発
す
る

こ
と
は
し
な
い

・
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
に
お
い
て
規
範
性
の
あ

る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
、
あ
ら
た

め
て
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
と
し
て
当
付
録
Ｂ

を
踏
ま
え
た
産
業
別
の
日
本
基
準

を
開
発
す
る
か
ど
う
か
を
個
別
に

検
討
す
る

委
員
か
ら
は
賛
同
の
意
見
が
聞
か

れ
、
そ
の
う
え
で
「
ど
の
よ
う
に
基

準
を
整
理
し
て
い
く
の
か
」
と
い
っ

た
質
問
が
あ
っ
た
。
事
務
局
は
「
あ

る
程
度
内
容
が
固
ま
っ
た
の
ち
、
委

員
会
で
別
途
議
論
し
て
い
く
予
定
」

と
回
答
し
た
。

日
本
版
Ｓ
１
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
重

要
性
が
あ
る
（m

aterial

）」
の
定
義

前
項
で
示
さ
れ
た
日
本
版
Ｓ
１
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
論
点
の
１
つ
、「
重

要
性
が
あ
る
（m

aterial
）」
の
定

義
に
関
連
し
、
事
務
局
は
次
の
よ
う

な
提
案
を
行
っ
た
。

①　

日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
お
い
て
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

開
示
基
準
に
お
け
る
「
重
要
性

が
あ
る
（m

aterial

）」
の
定
義

と
整
合
的
に
「
重
要
性
が
あ
る

（m
aterial

）」
の
定
義
を
定
め
る

②　
Ｓ
１
基
準
案
Ｂ
Ｃ
72
項
に
お
け

る
、
重
要
性
の
判
断
に
あ
た
り
企

業
に
考
慮
を
求
め
る
事
項
に
つ
い

て
、
規
範
性
の
な
い
ガ
イ
ダ
ン
ス

と
し
て
公
表
す
る

③　
仮
に
①
の
事
務
局
提
案
ど
お
り
、

日
本
版
Ｓ
１
基
準
に
お
い
て
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示

基
準
に
お
け
る
「
重
要
性
が
あ
る

（m
aterial

）」
の
定
義
と
整
合
的

に「
重
要
性
が
あ
る（m

aterial

）」

の
定
義
を
定
め
る
と
し
た
場
合
、

そ
の
旨
を
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
報
告
す
る

委
員
か
ら
は
お
お
む
ね
賛
同
の
意

見
が
聞
か
れ
た
一
方
、「
今
後
、
Ｉ

Ｓ
Ｓ
Ｂ
が
追
加
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
を

開
発
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
独
立
し

た
規
範
性
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
す
る
の

か
等
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
」、「
②

に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｃ
72
項
だ
け
で
は
な

く
、
財
務
上
の
影
響
の
考
慮
を
求
め

る
Ｂ
Ｃ
71
項
も
含
め
る
の
は
ど
う

か
」
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
聞
か

れ
た
。

事
務
局
は
、「『
重
要
性
』
は
大
事

な
概
念
。
内
容
に
誤
解
が
生
ま
れ
な

い
よ
う
、
情
報
発
信
の
し
か
た
も
含

め
て
検
討
す
る
」
と
し
た
。

経理用語の豆知識
連結納税制度とグループ通算制度

連結納税制度は平成13年度税制改正で導入された
組織再編税制を前提としていたが、その後の新会社法
の制定などにより企業法制が見直されるとともに、企業
の組織形態に関する環境の変化が続いている。このよう
な経済社会の変化に伴い、組織再編税制において対象
とする範囲や適格要件の見直しが続けられてきた結果、
現状では完全子会社化により連結納税制度を開始する
際、適格組織再編成として行う場合とそれ以外の方法で
行う場合とで、含み損益および欠損金について課税上の
取扱いが異なっており、中立的でなくなっていることが
否めないという指摘もなされていた。
このことなどにより連結納税制度が見直され、グルー
プ通算制度とされた。大きな改正点として、企業グループ
全体を１つの納税単位とし、一体として計算された法人
税額等を親会社が申告する連結納税制度に代えて、各
法人が個別に法人税額等の計算および申告を行う、個
別申告方式などがある。
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特集

第１章

第２章

第３章

序章

より直接的なエンゲージメント向上へ

コーポレート・ガバナンスの強化や中長期的な企業価値創造が叫ばれているなか、近
年は株式等の無償発行制度の実現を背景に、株式報酬制度の導入が増加している。なか
でも、とりわけ注目されているのが従業員に向けた株式報酬であり、株主・経営者目線
での行動など、さまざまな効果が期待できる。
そこで本特集では、多岐にわたる株式報酬制度の概要を整理したうえで、制度を検討
する際のポイントを解説していただいた。自社の目的に即した導入に向けて、ご活用い
ただきたい。

６つの制度をタイプ別に整理
株式報酬制度の全体像
 株式報酬、株式報酬型SO、株式交付信託
株式の価値自体が収益と
なるタイプの制度の留意点
 税制適格SO、有償SO、信託型SO
株価の値上がりが収益と
なるタイプの制度の留意点
 スタートアップ、上場会社の状況ごとに検討
フェーズ・目的に合わせた
制度選択のポイント

従業員への株式報酬
導入・検討ガイド

㈱プルータス・コンサルティング　米国公認会計士　山田　昌史
㈱プルータス・コンサルティング　井上　隆史

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2023年
1月30日

上場維持基準に関する
経過措置の取扱い等に
ついて

東京証券
取引所

上場会社における上場維持基準への適合に向けた取組みを促進しつつ、各市場区
分のコンセプトを適切に実現していく観点から、上場維持基準に関する経過措置
の取扱い等についての所要の見直しをパブコメに付すもの。2025年3月1日以降
到来する基準日から経過措置を終了する。コメント期限は2023年3月1日。
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/
d1/20230130-01.html

―

2023年
1月31日

「記述情報の開示の好事
例集2022」の公表
（サステナビリティ情報
等に関する開示）

金融庁

投資家と企業との建設的な対話に資する充実した企業情報の開示を促すために
公表されたもの。今回、改正「企業内容等の開示に関する内閣府令」において新た
に求められている「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」の参考とな
る開示例を掲載している。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/singi/20230131/00.html

―

金
　
　
融

令
和
臨
調
の
提
言
す
る
金
融
政
策
偏
重

の
誤
り
と
金
利
機
能・国
債
市
場
の
回
復

証
　
　
券

米
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
は
世
界
の
株
式
市
場
の

関
門

令
和
国
民
会
議
（
令
和
臨
調
）
は

１
月
30
日
、
政
府
・
日
銀
の
共
同
声

明
に
関
す
る
提
言
を
発
表
し
た
。「
政

府
と
日
本
銀
行
の
新
た
な
『
共
同
声

明
』
の
作
成
・
公
表
を
」
と
題
し
、

「
財
政
と
金
融
政
策
の
一
体
的
な
改

革
に
向
け
た
議
論
」を
促
す
も
の
だ
。

令
和
臨
調
は
２
０
２
２
年
６
月
に
発

足
、
茂
木
友
三
郎
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
名

誉
会
長
な
ど
財
界
や
学
会
の
有
志
に

よ
る
共
同
代
表
か
ら
な
る
政
策
提
言

を
行
う
団
体
で
、
今
回
の
提
言
で
は

「
デ
フ
レ
脱
却
と
持
続
的
な
経
済
成

長
の
実
現
」
を
掲
げ
て
、
２
０
１
３

年
１
月
22
日
付
け
で
発
表
さ
れ
た
政

府
・
日
銀
の
共
同
声
明
の
見
直
し
を

求
め
る
も
の
と
な
っ
た
。

当
時
は
２
年
間
で
２
％
の
物
価
目

標
達
成
を
目
指
し
て
デ
フ
レ
脱
却
を

図
っ
た
が
、
実
際
は
約
10
年
間
、
日

銀
が
基
準
と
す
る
コ
ア
指
数
で
の
持

続
的
な
２
％
達
成
は
で
き
ず
、
む
し

ろ
、
バ
ラ
マ
キ
的
な
財
政
支
出
、
労

働
市
場
改
革
の
遅
れ
、
既
得
権
保
護

的
な
規
制
の
維
持
に
よ
り
、
生
産
性

上
昇
率
の
低
下
や
賃
金
の
伸
び
悩
み

を
招
い
た
と
し
て
い
る
。
初
め
て
物

価
目
標
達
成
後
の
政
策
が
問
わ
れ
る

状
況
で
あ
る
の
も
確
か
で
、
昨
年

12
月
、
日
銀
は
10
年
物
国
債
利
回
り

の
許
容
変
動
範
囲
を
拡
大
し
た
。
市

場
の
投
機
筋
に
押
し
切
ら
れ
た
形
と

な
っ
た
。
事
実
上
、
日
銀
の
金
融
政

策
が
市
場
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
不

適
切
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
。

提
言
の
記
者
会
見
で
も
、
取
り
ま

と
め
役
で
あ
る
平
野
信
行
三
菱
Ｕ
Ｆ

Ｊ
銀
行
特
別
顧
問
が
「
金
融
政
策
に

経
済
の
構
造
を
変
え
る
力
が
あ
る
と

い
う
の
は
思
い
過
ご
し
で
あ
っ
た
」

旨
に
言
及
し
た
点
が
現
状
の
日
銀
の

政
策
を
最
も
象
徴
す
る
一
方
、
黒

田
日
銀
総
裁
は
こ
の
前
日
に
国
会

で
「
デ
フ
レ
で
な
い
状
況
が
実
現
し

て
い
る
」
と
苦
し
い
言
い
訳
に
終
始

し
、
大
規
模
緩
和
策
の
継
続
を
明
言

し
た
。
今
回
の
提
言
で
は
、
日
銀
に

つ
い
て
は
２
％
物
価
目
標
を
長
期
的

な
も
の
と
提
議
し
直
し
、
金
利
機
能

の
回
復
と
国
債
市
場
の
正
常
化
に
努

め
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

10
年
前
も
リ
フ
レ
派
に
よ
る
金
融

政
策
偏
重
の
デ
フ
レ
対
策
の
誤
り
は

指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
令
和
臨
調
の

提
言
は
よ
り
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

新
年
最
初
の
株
式
市
場
の
関
門

は
、
１
月
末
の
今
年
第
１
回
の
米
Ｆ

Ｏ
Ｍ
Ｃ
（
連
邦
公
開
市
場
委
員
会
）

で
決
ま
る
金
融
政
策
で
あ
っ
た
が
、

大
方
の
予
想
ど
お
り
利
上
げ
幅
は
２

回
連
続
で
縮
小
、０
・
２
５
％
の
ノ
ー

マ
ル
水
準
と
な
っ
た
。
市
場
の
関
心

は
会
議
終
了
後
の
パ
ウ
エ
ル
米
連
邦

準
備
制
度
理
事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
議
長

会
見
に
あ
る
。
会
見
前
に
は
ダ
ウ
平

均
株
価
は
、
５
０
０
ド
ル
下
げ
る
場

面
も
あ
っ
た
が
、
会
見
中
か
ら
急
速

に
戻
し
始
め
、
結
局
前
日
比
ほ
ぼ
横

ば
い
の
６
・
９
ド
ル
高
で
終
わ
っ
た
。

し
か
し
、
Ｓ
Ｐ
５
０
０
や
ナ
ス
ダ
ッ

ク
は
前
日
比
１
％
、
２
％
の
上
昇
と

な
り
、
米
株
価
は
ダ
ウ
平
均
が
示
す

よ
り
も
力
強
い
反
応
を
示
し
た
と
評

価
さ
れ
る
。

パ
ウ
エ
ル
議
長
は
、
イ
ン
フ
レ
沈
静

化
傾
向
を
評
価
し
な
が
ら
も
こ
れ
か

ら
の
物
価
動
向
に
つ
い
て
は
慎
重
な

見
方
で
、
今
年
中
の
金
融
政
策
転
換

（
利
上
げ
か
ら
利
下
げ
へ
）
を
否
定

し
た
が
、
世
界
の
株
式
市
場
に
安
心

感
を
与
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

日
本
市
場
も
米
株
価
の
動
向
に
反

応
し
、
上
昇
し
た
も
の
の
、
上
値
の

重
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
背
景
に

は
、
現
在
、
日
本
市
場
の
置
か
れ
た

ジ
レ
ン
マ
状
況
が
あ
る
。
昨
年
来
の

日
本
市
場
は
、株
価
全
体
で
み
る
と
、

円
安
に
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
、
円
高
は
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
反
応
を
示
す
こ
と
が
多

か
っ
た
。

昨
年
、
ア
メ
リ
カ
の
強
烈
な
連
続

利
上
げ
政
策
に
対
し
て
、
日
本
銀
行

は
超
低
金
利
維
持
の
姿
勢
を
続
け
て

き
た
が
、
日
米
の
金
利
差
が
広
が
り
、

円
安
＝
ド
ル
高
が
進
む
と
、
輸
入
物

価
の
上
昇
→
イ
ン
フ
レ
昂
進
が
目
立

つ
よ
う
に
な
っ
た
。
日
銀
は
、
昨
年

秋
の
円
安
の
実
現
を
前
に
、
つ
い
に
円

買
い
＝
ド
ル
売
り
介
入
に
踏
み
切
っ

た
。
そ
の
結
果
、
円
相
場
は
昨
年
10

月
が
最
安
値
で
、
そ
の
後
は
円
安
修

正
の
動
き
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。

現
在
、
日
銀
に
対
し
て
、
超
低
金

利
政
策
の
転
換
を
求
め
る
声
が
強

ま
っ
て
い
る
。
も
し
、
新
し
い
日
銀

執
行
部
が
政
策
転
換
に
踏
み
切
れ

ば
、
円
高
と
な
っ
て
株
価
は
打
撃
を

受
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
の
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
は
３
月
21
、
22
日

に
開
か
れ
る
。
世
界
の
株
式
市
場
は

引
き
続
き
そ
の
方
向
性
を
探
り
な
が

ら
、一
喜
一
憂
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。


